
下水道局「業務環境改善」実施要領 

 

１ 目的 

本要領は、令和６年６月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」

第 24 条に基づく発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）を踏まえ、受委託者

間において、設計業務等の業務環境を改善し、より一層の円滑な実施と品質向上に

努めることを目的とするものである。 

２ 対象業務 

当局が発注する設計委託（水再生センター・ポンプ所、管路）及び建築工事監理

等委託を対象とする。なお、発注者は「業務環境改善」の対象業務である旨を特記

仕様書に明示する（別紙１参照）。 

３ 取組内容 

（１）業務の実施に当たって、委託者が受託者に作業依頼を行う場合においては、作 

業内容に応じた適正な期間を設けることとするほか、以下の①～⑤の項目につい

ては原則実施するものとする。また、その他の項目についても積極的に取り組む

ものとする。 

① 月曜日を依頼の期限日としない（ﾏﾝﾃﾞｰ･ﾉｰﾋﾟﾘｵﾄﾞ） 

② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける（ｳｪﾝｽﾞﾃﾞｰ・ﾎｰﾑ） 

③ 土曜・日曜日に休暇が取れるように金曜日には依頼しない（ﾌﾗｲﾃﾞｰ･ﾉｰﾘｸｴｽﾄ） 

④ 昼休みや午後５時以降の打合せをしない（ﾗﾝﾁﾀｲﾑ・ｵｰﾊﾞｰﾌｧｲﾌﾞ・ﾉｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ） 

⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない（ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ・ﾉｰﾘｸｴｽﾄ） 

⑥ 金曜日も定時の帰宅を心掛ける 

⑦ その他、任意で設定する取組（受委託者間で合意した事項） 

(２) 業務履行期間中であっても、受委託間で確認・調整の上、必要に応じ、設定し

た取組内容を見直しすることができる。 

(３) やむを得ず受託者に作業の依頼を行う場合には、監督員から主任技術者等に対

して、依頼内容とその理由を明確にしなければならない。 

(４) 災害時等の緊急事態対応については、取組の対象外とする。 

４ 進め方 

(１) 初回打合せ時に、「３ 取組内容」を受委託者間で確認・調整の上、打合せ記録

簿に記載する（別紙２参照）。 

(２) 成果物納入時の打合せにおいて、取組内容に対する取組結果を受委託者間で確

認し、打合せ記録簿に記載する（別紙３参照）。 

 



５ 適用 

本要領は、令和８年４月１日以降起工決定する案件に適用する。 

  



別紙１ 

特記仕様書記載例 

 本業務におけるウィークリースタンスについては、標準仕様書によるほか、下水道局

「業務環境改善」実施要領（以下、要領という。）によるものとする。なお、要領は、

下水道局のホームページから入手できる。 

（https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/kouji） 

  

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/kouji


別紙２ 

 

  



別紙３ 

 


